
条

例 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
条
例
第
十
二
号 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
国
民
健
康
保
険
保
険
給
付
費
等
交
付
金
及
び
国
民
健
康
保
険
事
業
費
納
付
金
に
関
す
る

条
例
（
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
及
び
第
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
、
第
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
及
び
第
十
一
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
六
条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
五
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
） 

第
十
六
条 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
係
数
は
、
本
県
に
係
る
第
一
号
に
掲
げ

る
額
を
第
二
号
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
数
を
基
準
と
し
て
知
事
が
定
め
る
数
と
す
る
。 

一 

令
第
十
一
条
の
二
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額 

二 

令
第
十
一
条
の
二
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合
） 

第
十
七
条 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
所
得
等
割
合
は
、
各
市
町
村
に
つ
き
、
当
該

市
町
村
に
係
る
令
第
十
一
条
の
二
第
四
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。 

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
） 

第
十
八
条 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
納
付
金
被
保
険
者
数
等
割
合
は
、
各
市
町
村
に
つ
き
、

当
該
市
町
村
に
係
る
令
第
十
一
条
の
二
第
五
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
行
為
は
、
改
正
後
の
第
十
六
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規

定
の
例
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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